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令和元年経済センサス－基礎調査 結果の概要 

 

 「令和元年経済センサス-基礎調査」について、新潟県の概要は次のとおりです。 

 

１ 民営事業所数（甲調査） 

  新潟県の民営事業所数は 11万 9,194 事業所で、直近の調査（「平成 28年経済センサス－活動調査」）

（以下「28 年活動調査」という。）と比べると 3.7％増加している。（表１） 

 

表１ 民営事業所数 

 
 ※事業内容等不詳の事業所を含む。 

 ※28 年活動調査は、平成 28年６月１日に実施 

 

 

 

２ 民営事業所の活動状態 

  民営事業所を活動状態別にみると、存続事業所は 10 万 7,733 事業所（総数に占める割合 90.4％）、

新規把握事業所は１万 1,461 事業所（同 9.6％）となっている。 

  休業事業所は 1,436 事業所、廃業事業所は１万 481 事業所となっている。（表２） 

 

表２ 活動状態別民営事業所数 

 

 

 

 

 

新 潟 県 119,194 114,895 4,299 3.7 1.9 14位（14位）

全 国 6,398,912 5,578,975 819,937 14.7 - -

令和元年
（基礎調査）

全国順位
R元（H28）

平成28年
（活動調査）

増減
（R元－H28）

増減率（％）
（R元／H28）

全国に占める
割合（％）

新 潟 県 119,194 107,733 90.4 11,461 9.6 1,436 10,481

全 国 6,398,912 5,211,394 81.4 1,187,518 18.6 117,514 699,989

　　　　総数

　（存続・新規把握）
休業事業所 廃業事業所存続事業所

総数に占める
割合（％）

新規把握
事業所

総数に占める
割合（％）
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３ 都道府県別民営事業所数 

  都道府県別民営事業所数をみると、東京都が 91 万 3,912 事業所（全国に占める割合 14.3％）と最

も多く、次いで大阪府が 51 万 3,797 事業所（8.0％）、神奈川県が 36 万 9,446 事業所（同 5.8％）な

どとなっている。（表３） 

 

表３ 都道府県別民営事業所数 

 

28年活動調査

全国に占める
割合（％）

増減率（％）

全 国 6,398,912 100.0 14.7 5,578,975

北 海 道 259,247 4.1 11.2 233,168

青 森 県 62,373 1.0 5.6 59,069

岩 手 県 61,696 1.0 3.8 59,451

宮 城 県 111,185 1.7 9.0 102,026

秋 田 県 51,473 0.8 4.1 49,432

山 形 県 58,836 0.9 4.0 56,551

福 島 県 94,820 1.5 7.6 88,128

茨 城 県 128,847 2.0 9.2 118,031

栃 木 県 93,113 1.5 5.4 88,332

群 馬 県 100,536 1.6 9.3 92,006

埼 玉 県 284,566 4.4 13.4 250,834

千 葉 県 230,763 3.6 17.4 196,579

東 京 都 913,912 14.3 33.3 685,615

神 奈 川 県 369,446 5.8 20.2 307,269

新 潟 県 119,194 1.9 3.7 114,895

富 山 県 56,293 0.9 6.9 52,660

石 川 県 65,403 1.0 6.7 61,301

福 井 県 45,339 0.7 6.8 42,443

山 梨 県 47,448 0.7 9.9 43,173

長 野 県 115,016 1.8 6.6 107,916

岐 阜 県 106,091 1.7 5.7 100,331

静 岡 県 189,862 3.0 8.6 174,850

愛 知 県 363,784 5.7 12.7 322,820

三 重 県 84,623 1.3 6.6 79,387

滋 賀 県 63,832 1.0 12.7 56,655

京 都 府 138,744 2.2 16.9 118,716

大 阪 府 513,797 8.0 21.6 422,568

兵 庫 県 253,169 4.0 13.9 222,343

奈 良 県 55,545 0.9 15.2 48,235

和 歌 山 県 54,434 0.9 12.9 48,218

鳥 取 県 27,736 0.4 4.9 26,446

島 根 県 36,909 0.6 4.0 35,476

岡 山 県 94,081 1.5 12.8 83,415

広 島 県 145,400 2.3 10.9 131,074

山 口 県 67,529 0.1 7.6 62,774

徳 島 県 40,356 0.6 9.0 37,021

香 川 県 52,433 0.8 9.5 47,893

愛 媛 県 70,499 1.1 8.1 65,223

高 知 県 38,441 0.6 6.1 36,239

福 岡 県 260,232 4.1 16.7 223,008

佐 賀 県 40,291 0.6 5.7 38,131

長 崎 県 67,725 1.1 7.2 63,159

熊 本 県 85,857 1.3 15.9 74,104

大 分 県 60,356 0.9 10.9 54,443

宮 崎 県 56,226 0.9 6.8 52,663

鹿 児 島 県 82,796 1.3 7.2 77,256

沖 縄 県 78,658 1.2 16.3 67,648

都道府県

元年基礎調査甲調査

事業所数 事業所数
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４ 市区町村別民営事業所数 

  市区町村別に事業所数をみると、新潟市が 3万 9,294 事業所と最も多く、次いで長岡市が 1万 4,333

事業所、上越市が 1万 85事業所などとなっている。 

28 年活動調査と比べると 20 市町村で増加している。最も増加率の高い市町村は湯沢町であり

10.4％の増加、次いで刈羽村 7.9％の増加、新潟市の 7.5％の増加などとなっている。（表４） 

 

表４ 市区町村別民営事業所数 

 

市区町村名
令和元年

（基礎調査）
平成28年

（活動調査）
増減

（R元年-H28）
増減率（％）
（R元年/H28）

新 潟 県 119,194 114,895 4,299 3.7

新 潟 市 39,294 36,550 2,744 7.5

北 区 3,009 2,834 175 6.2

東 区 5,477 4,939 538 10.9

中 央 区 14,532 13,564 968 7.1

江 南 区 3,136 2,908 228 7.8

秋 葉 区 2,671 2,618 53 2.0

南 区 2,003 1,921 82 4.3

西 区 5,704 5,219 485 9.3

西 蒲 区 2,762 2,547 215 8.4

長 岡 市 14,333 13,842 491 3.5

三 条 市 6,183 5,944 239 4.0

柏 崎 市 4,211 4,179 32 0.8

新 発 田 市 4,445 4,297 148 3.4

小 千 谷 市 1,853 1,863 ▲ 10 ▲ 0.5

加 茂 市 1,345 1,375 ▲ 30 ▲ 2.2

十 日 町 市 3,138 3,180 ▲ 42 ▲ 1.3

見 附 市 1,718 1,802 ▲ 84 ▲ 4.7

村 上 市 3,247 3,312 ▲ 65 ▲ 2.0

燕 市 5,530 5,523 7 0.1

糸 魚 川 市 2,434 2,428 6 0.2

妙 高 市 1,797 1,799 ▲ 2 ▲ 0.1

五 泉 市 2,246 2,293 ▲ 47 ▲ 2.0

上 越 市 10,085 9,625 460 4.8

阿 賀 野 市 1,967 1,950 17 0.9

佐 渡 市 3,823 3,804 19 0.5

魚 沼 市 2,153 2,152 1 0.0

南 魚 沼 市 3,651 3,426 225 6.6

胎 内 市 1,360 1,342 18 1.3

聖 籠 町 670 624 46 7.4

弥 彦 村 416 393 23 5.9

田 上 町 447 436 11 2.5

阿 賀 町 584 586 ▲ 2 ▲ 0.3

出 雲 崎 町 259 250 9 3.6

湯 沢 町 869 787 82 10.4

津 南 町 532 523 9 1.7

刈 羽 村 232 215 17 7.9

関 川 村 312 331 ▲ 19 ▲ 5.7

粟 島 浦 村 60 64 ▲ 4 ▲ 6.3
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５ 国及び地方公共団体の事業所数（乙調査） 

国及び地方公共団体の事業所は 3,635事業所で、直近の調査（「平成 26年経済センサス-基礎調査」）

と比べると 3.8％減少となっている。（表５） 

 

表５ 国及び地方公共団体の事業所数 

 

※平成 26年経済センサス－基礎調査は、平成 26年７月１日に実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 潟 県 3,635 3,780 ▲ 145 ▲ 3.8 2.6

全 国 139,330 147,732 ▲ 8,402 ▲ 5.7 -

令和元年
（基礎調査）

平成26年
（基礎調査）

増減
（R元－H26）

増減率（％）
（R元／H26）

全国に占める
割合（％）
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令和元年経済センサス－基礎調査の概要 

 

※経済センサス－基礎調査は甲調査と乙調査の２種類からなり、以下、記入を分ける必要があるときに

は【甲調査】【乙調査】と明示する。 

 

１．調査の目的 

  我が国における事業所及び企業の活動状態等の基本的構造を全国的及び地域別に明らかにすると

ともに、事業所母集団データベースの整備に資することを目的としている。 

 

２．調査の対象 

【甲調査】 

日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所。（注１） 

ただし、国及び地方公共団体の事業所並びに次に掲げる事業所を除く。 

① 大分類Ａ－「農業，林業」に属する事業所で個人の経営に係るもの 

② 大分類Ｂ－「漁業」に属する事業所で個人の経営に係るもの 

③ 大分類Ｎ－「生活関連サービス業，娯楽業」のうち、中分類 79－「その他の生活関連サ

ービス業」（小分類 792－「家事サービス業」に限る。）に属する事業所 

④ 大分類Ｒ－「サービス業（他に分類されないもの）」のうち、中分類 96－「外国公務」

に属する事業所 

（注１）物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。以下同じ。 

   【乙調査】 

     国及び地方公共団体の事業所 

 

３．基準となる期日又は期間 

【甲調査】 

令和元年６月１日～令和２年３月 31 日（新潟県では令和元年６月１日～11月 30 日） 

【乙調査】 

令和元年６月１日 

 

４．調査の方法 

【甲調査】 

統計調査員が外観から事業所の活動状態を調査するとともに、新たに把握した事業所については、

調査票を配布し、郵送又はオンラインによる回収を行った。 

【乙調査】 

総務省、都道府県及び市町村が各々の事業所にオンラインによる調査票の配布・回収を行った。 
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用語の解説 

 

活動状態別事業所 

・ 存続事業所 

甲調査においては、平成 28 年経済センサス‐活動調査（以下「28 年活動調査」という。）で調査

された事業所及び 28 年活動調査の後に行政記録情報から把握された事業所のうち、令和元年経済

センサス‐基礎調査（以下「元年基礎調査」という。）で調査され、継続的に経済活動を行っている

事業所をいう。 

乙調査においては、平成 26 年経済センサス‐基礎調査（以下「26 年基礎調査」という。）で調査

された事業所のうち、元年基礎調査で調査され、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。 

・ 新規把握事業所 

元年基礎調査で新たに把握され、継続的に経済活動を行っている事業所をいう。甲調査において

は、他の場所から現在の場所へ移転してきた事業所及び国税庁法人番号公表サイトに登録があり、

前回までの調査で捉えられていなかった事業所も含まれる。 

・ 休業事業所 

元年基礎調査で調査された事業所のうち、休業している事業所をいう。 

・ 廃業事業所 

甲調査においては、28 年活動調査で調査された事業所及び 28 年活動調査の後に行政記録情報か

ら把握された事業所のうち、元年基礎調査の調査日時点で存在しなかった事業所をいい、他の場所

へ移転した事業所も含まれている。 

乙調査においては、26 年基礎調査で調査された事業所のうち、元年基礎調査の調査日時点では

存在しなかった事業所をいう。 

 

 


